
低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料 

 埼玉県手数料条例に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定（変更認定）の申請にあたっては、

以下の手数料の納付が必要です。  

  

■ 手数料の算定方法  

建築物全体の認定  

対
象
建
築
物
等 

① 一戸建ての住宅  ② 共同住宅等  ③ 複合建築物  ④ 非住宅建築物  
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非住宅建築物 
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ａ.一戸建ての住宅  
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 部分の認定  

対
象
建
築
物
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⑤ 複合建築物の非住宅部分（太枠部分）  ⑥ 複合建築物の住宅部分（太枠部分）  
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■ 手数料一覧【適合証※１又は設計住宅性能評価書※２の添付がある場合】  

※１ 登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査の適合証  

※２ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条第１項の設計住宅性能評価書  

ａ.一戸建ての住宅  

建築物の床面積等  

計画認定  計画変更認定  

認定申請法第 53 条第 1

項  

変更認定申請法第 55 条第

1 項  

一戸建ての住宅  5,000 円   2,500 円   

  
  

ｂ.住宅部分  

建築物の床面積等  

計画認定  計画変更認定  

認定申請法第 53 条第 1

項  

変更認定申請法第 55 条第

1 項  

～    300 ㎡未満  11,000 円  5,500 円  

     300 ㎡以上 ～  2,000 ㎡未満  23,000 円  11,500 円  

   2,000 ㎡以上 ～  5,000 ㎡未満  52,000 円  26,000 円  

5,000 ㎡以上 ～ 94,000 円  47,000 円  

  

ｃ.非住宅部分  

建築物の床面積等  

計画認定  計画変更認定  

認定申請法第 53 条第 1

項  

変更認定申請法第 55 条第

1 項  

～   300 ㎡未満  11,000 円   5,500 円   

300 ㎡以上 ～  1,000 ㎡未満  19,000 円   9,500 円   

1,000 ㎡以上  ～  2,000 ㎡未満  31,000 円   15,500 円   

2,000 ㎡以上  ～  5,000 ㎡未満  94,000 円   47,000 円   

5,000 ㎡以上 ～ 10,000 ㎡未満  149,000 円   74,500 円   

10,000 ㎡以上 ～ 25,000 ㎡未満  188,000 円   94,000 円   

25,000 ㎡以上 ～ 235,000 円   117,500 円   

 


